
事業主の皆様へ

電子申請をお考えの皆様へ
～電子申請アドバイザーがお手伝いいたします。～

神奈川労働局 神奈川雇用保険電子申請事務センター

電話：０４５－３１２－７２４１

曜日・時間 ：月・火・金 １０：００～１２：００ （令和5年4月までは、月・水・金）

祝日・年末年始を除きます。曜日と時間は、都合により予告なしに中止・変更することがあります。

アドバイザーによる電話相談

＊電子申請アドバイザーは、神奈川労働局長の委嘱を受けた社会保険労務士です。

 電子申請事務センターでは、電子申請の利用をお考えの事業主の皆様へ、電子申請
アドバイザーによる電話相談を実施しています。

 その他にも、訪問相談や電子申請利用に関する説明会も実施しています。ご希望の
場合は、電子申請事務センターまでご連絡ください。

 実施する時間以外および詳細については、各機関に直接ご相談ください。
「e-Gov」などのパソコン操作については、

• 「e-Gov」は、電子政府利用支援センター 「０５０－３７８６－２２２５」

• 「届出作成プログラム」は、年金加入者ダイヤル 「０５７０－００７－１２３」

• 「ＧビズＩＤ」の取得は、ＧビズＩＤヘルプデスク 「０５７０－０２３－７９７」

 電子証明書については、各認証局にお問い合わせください。
 市販の外部連携ＡＰＩソフトウエアを利用する場合は、購入元へお尋ねください。

紙で届出されていた行政機関の各種申請手続きをインターネットを利用して、
いつでも、どこでもオフィスなどから行える手続きのことです。

e-Gov電子申請とは… （e-Gov HP）

いつでもどこでも 個人情報持ち運び不要 コストをかけずに

e-Gov HP

（電子申請に関する事業主向けの相談です。）

https://www.e-gov.go.jp/

